








 1.  第２条（3）から（12）までのいずれかに該当することになったとき 

 2.  宿泊者以外のものを客室内に⼊れたとき 

 3.  第１０条に定めた利⽤規則に従わなかったとき 

 4.  寝室等での寝たばこ､消防⽤設備等に対するいたずら､その他当施設が定める利⽤規則禁⽌事 

 項に従わないとき 

 5.  第７条の宿泊の登録事項、申し出事項に虚偽が発覚したとき 

 第１２条（契約した内容の提供ができない場合の取り扱い） 

 当社は、契約した内容を提供できない時は、できる限り同⼀の条件による当社の他の宿泊施設を斡旋 

 するものとします。 

 当社が他の宿泊施設を斡旋できない時は、違約⾦相当額の補償料を宿泊者に⽀払い、その補償料は損 

 害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当社の責めに帰すことの事由で 

 ない場合は、この限りではありません。 

 第１３条（寄託物等の取扱い） 

 当施設では寄託物等のお預かりは⾏っておりません。 

 宿泊者が当施設内にお持込みになった物品⼜は現⾦並びに､貴重品に関しては滅失､毀損等の損害が⽣ 

 じても責任を負いかねます。 

 第１４条（⼿荷物⼜は携帯品の保管） 

 当社は、宿泊者⼿荷物等を除き、貴重品について宿泊に先⽴っての受け取り、保管はできません。宿 

 泊者がチェックアウトしたのち､宿泊者の⼿荷物⼜は携帯品（⾦庫内含）が当施設に置き忘れられて 

 いた場合は､発⾒⽇を含めて７⽇間当施設にて保管し､その後貴重品については最寄の警察署へ届け､ 

 その他の物品については処分させていただきます｡ 

 第１５条（駐⾞場） 

 当施設には宿泊者⽤の無料駐⾞場がございます。ご予約時にお問合せ・お申込みください。なお、当 

 社は、⾞両の管理責任は負いかねます。 



 第１６条（免責事項） 

 当施設内にてコンピューター等の通信機器をご利⽤になるにあたっては、宿泊者ご⾃⾝の責任にて⾏ 

 うものとします。コンピューター等の通信機器の利⽤時にシステム障害、その他の理由によりサービ 

 スが中断し、その結果宿泊者がいかなる損害を受けた場合も、当社は⼀切の責任を負いません。 

 第１７条（宿泊者の責任） 

 宿泊者の故意⼜は過失により当施設が損害を被ったときは､当該宿泊者は当社に対し､その損害を賠償 

 していただく場合がございます。 

 第１８条（客室への⼊室について） 

 当社は、次に掲げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室へ⼊室 

 することがあります。 

 1.  清掃、ルームサービス等当館のサービスを提供するとき 

 2.  法令の規定、利⽤規則、公の秩序もしくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認 

 められるとき、または同⾏為をしたと認められるとき 

 3.  警察・消防の指導に従い、⼊室が必要と判断されたとき 

 4.  建物・設備の保全上必要があると判断されたとき 

 5.  宿泊者の安否確認・安全確保のため必要と当館が判断したとき 

 第１９条（条項の分離性について） 

 宿泊約款は、その⼀部が公的機関により違法⼜は無効であると判断された場合であっても、当該⼀部 

 を除く部分はその影響を受けず、有効に存続するものとします。 



 第２０条 （宿泊約款の変更） 

 1.  宿泊約款は、⺠法上の定型約款に該当し、宿泊約款の各条項は、宿泊者の⼀般の利益に適合 

 する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、⺠法の規定に基 

 づいて変更します。 

 2.  宿泊約款の変更は、宿泊約款の変更内容がこのウェブサイト上で公表された後、指定された 

 効⼒発⽣⽇から適⽤されます。 

 第２１条（管轄及び準拠法） 

 本約款に関して⽣じる⼀切の紛争については､当施設の所在地を管轄する⻑野地⽅裁判所、⻑野簡易 

 裁判所において､⽇本の法令に従い解決されるものとします｡ 
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